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2021年 3月

（就職・採用活動日程に関する要請事項では、
　広報活動の開始は 3月 1日以降。61頁参照）

（就職・採用活動日程に関する要請事
　項では、面接会等実質的な選考活動
　開始は 6月 1日以降。61頁参照）

特に制限はありませんが、就職・採
用活動日程に関する要請事項（61頁）
を尊重し、採用活動の早期化につな
がらないよう配慮願います。

（21頁参照）

（48頁参照）

ハローワークインターネットサービス

　求人申込書は手書き帳票となりますので、最寄りのハローワーク窓口にご請求ください。
　また、手書きの手間を省くため、「前年度の求人票の転用」や「ハローワークインターネットサー
ビス上から求人申込みデータの仮登録を行う（求人申込書仮登録）」ことが出来ます。
　詳しくは、「求人者マイページ」のご案内をご覧になるか管轄ハローワークまでお問い合わせくだ
さい。
　また、本サービスは求人申込書の負担を軽減するためのものです。仮登録だけでは求人受理になり
ませんのでご注意ください。

ハローワークに設置されている端末での公開のほか、
「ハローワークインターネットサービス」により、イ
ンターネットを通じ全国の学生へ公開します。
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「求⼈者マイページ」のご案内

＜サービス内容＞
●求⼈の申込み

※会社のパソコンから求⼈情報を⼊⼒し、求⼈を申し込むことができます（求⼈仮登録）。申込み済みの求⼈データを活⽤して
求⼈を申し込むこともできます。

※申込み内容は、ハローワークで確認後に受理・公開します。
※次の要件に該当する場合は、マイページでの求⼈情報の⼊⼒（仮登録）後、14⽇以内（期限⽇が閉庁⽇の場合は前開庁⽇まで）に
ハローワークにお越しのうえ、本登録の⼿続きを⾏う必要があります。
・マイページを通じて初めて求⼈を申し込む場合（窓⼝でマイページ開設⼿続きを⾏った場合を除く）
・2020年1⽉以降、初めて障害者専⽤求⼈を申し込む場合
・2020年1⽉以降、初めてトライアル雇⽤求⼈を申し込む場合
・2020年1⽉以降、初めて障害者（短時間）トライアル雇⽤求⼈を申し込む場合
・2020年1⽉以降、過去１年間に求⼈を申し込んでいない場合
・派遣・請負求⼈を申し込む場合
・その他、ハローワークが必要と認める場合

●申し込んだ求⼈内容の変更や求⼈の募集停⽌、事業所情報の変更など
※申し込み内容をハローワークで確認します。

●事業所の外観、職場⾵景、取扱商品などの画像情報の登録・公開
※登録できる画像情報は10ファイルまでです（サイズ：１ファイルにつき２MBまで 形式：JPEG、GIF、PNG、BMP）。
※ハローワークで確認後に公開します。

●ハローワークからご紹介した求職者（応募者）の紹介状の確認、選考結果（採⽤・不採⽤）の
登録（ハローワークに連絡）
※応募者本⼈には、選考結果を直接ご連絡いただく必要があります。
※求⼈が無効となった場合 マイページでの紹介状の確認、選考結果の登録（ハローワークへの連絡）は利⽤できなくなりますので、
選考結果は直接ハローワークにご連絡ください。

※求職者のご紹介後、２週間経過した時点で選考結果が登録されていない場合は、「選考結果未⼊⼒通知」メールが届きます（シス
テムによる⾃動送信）ので、選考結果の登録をお願いします 。

●メッセージ機能（ハローワークからご紹介した求職者（応募者）とのやりとり）
※メッセージをやりとりできるのは、相⼿⽅の求職者が「求職者マイページ」を開設している場合に限られます。
※求⼈が有効中の場合に限り、求職者とやりとりできます。

●求職情報検索
※ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専⾨知識、資格や希望条件など求職情報を求⼈者にＰＲ（公開）することを
希望している⽅々の情報（⽒名、連絡先などの個⼈が特定される情報を除く）を検索できます。

※有効中の求⼈がある場合に利⽤できます。
※ハローワークで求職者の希望条件など求⼈との適合性を判断したうえでご紹介します。当該求職者を担当するハローワーク（求職
情報詳細画⾯に表⽰されているお問い合わせ先ハローワーク）にご相談ください。

事業主の⽅へ

＜マイページ開設⼿順＞
・開設を希望する⽅は、ログインアカウントとして使⽤する事業所のメールアドレスをご⽤
意のうえ、窓⼝へお申し出ください。
・窓⼝でメールアドレスを登録後（①）、会社のパソコンから⼿続き（②〜⑥）をお願いします。
（「ハローワークインターネットサービス」で検索、右記バーコード、URL：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html を⼊⼒）

パスワード登録
認証キー⼊⼒

認証キー
受信

（30分有効）

※マイページを開設するには、事業所登録が必要です。（事業所登録済みの場合はあらためての事業所登録は不要ですが、内容の確認や不⾜情報の把握など
させていただく場合があります。）

※上記の⽅法のほか、会社のパソコンからハローワークインターネットサービスにアクセスし、ログインアカウント（メールアドレス、パスワード）を登録
し、事業所情報・求⼈情報を⼊⼒（仮登録）後、ハローワークにお越しのうえ窓⼝で本登録⼿続きを⾏い、マイページを開設する⽅法もあります。

※メールの受信制限をしている場合は、パスワード登録⼿続きを⾏う前に「system@mail.hellowork.mhlw.go.jp」からの受信を許可してください。

マイページ
開設完了

登録したメールアドレスの⼊⼒
利⽤規約などに同意

ハローワークインターネット
サービスにアクセス
「パスワード登録」

窓⼝でメールアドレス
を登録

メールアドレス（控え）：

ハローワークインターネットサービス上に求⼈者専⽤の「求⼈者マイページ」を開設すると、
会社のパソコンから求⼈申込みや内容変更などのサービスをご利⽤いただけます。
（サービス提供開始：2020年１⽉６⽇〜）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

＜求⼈者マイページの利⽤に当たっての留意事項＞
◆求⼈者マイページは、ハローワーク（公共職業安定所）およびハローワークインターネットサービスを利⽤して求職者の
募集・採⽤活動を⾏うことを希望する求⼈者を対象に、ハローワークへの事業所登録・求⼈申し込みの⼿続きなどのサービ
スを提供するものです。
◆求⼈者マイページを開設・利⽤するには、事業所所在地を管轄するハローワークで事業所登録の⼿続きを⾏う必要があり
ます。
◆求⼈者マイページの利⽤を希望する場合は、ログインアカウントとして使⽤する事業所のメールアドレスが必要となりま
す。ログインアカウントとして使⽤するメールアドレスおよびパスワードは、利⽤者の責任において管理し、第三者に開⽰、
貸与および譲渡しないでください。
◆求⼈者マイページを開設するに当たり、利⽤規約およびプライバシーポリシーの内容に承諾・同意いただく必要がありま
す。
◆有効中の求⼈がない場合は、求⼈者マイページの⼀部の機能（応募者管理（応募者情報の確認、選考結果の登録）、求職
情報検索、メッセージ送信など）が利⽤できません。
◆求⼈者マイページは、利⽤規約に定める⽬的の範囲内で利⽤するものとし、ハローワークにおける職業紹介業務の運営を
著しく妨げる⾏為を⾏った場合、マイページを「利⽤不可」とする場合があります。
◆ハローワークでは、通常、求職者の⽅をご紹介する際に、求⼈者に電話連絡を⾏っていますが、平⽇夜間・⼟曜⽇や連絡
がつかない場合などに、求⼈者にご連絡する前に、マイページ宛に、求職者をご紹介した旨が表⽰・メッセージ送信される
ことがあります。
◆ハローワークからご紹介した求職者の選考結果について、未登録の件数が⼀定数を超える場合（紹介⽇から３週間を経過
した時点で１事業所あたりの未登録件数が50件超）、求⼈者マイページの⼀部の機能（求⼈申込み・変更・募集停⽌、事業
所情報の変更、求職情報検索、メッセージ送信など）の利⽤が⾃動的に制限されます。制限を解除するには、管轄ハロー
ワークに連絡し、解除の⼿続きを⾏う必要があります。
◆事業所の移転などに伴い管轄ハローワークが変わる場合などは、求⼈者マイページ上に保有している情報は引き継がれま
せん。
◆求⼈者マイページの利⽤を停⽌したい場合は、求⼈者マイページから退会⼿続きを⾏ってください。退会⼿続き完了後31
⽇経過後に、求⼈者マイページ（登録情報を含む）が完全に消去されます。退会⼿続きを⾏わない場合でも、求⼈無効⽇か
ら５年以内に求⼈の申込みがない場合は、求⼈者マイページ（登録情報を含む）は⾃動的に消去されます。（ただし、メッ
セージは送受信後１年経過すると⾃動消去されます。）
詳細は、「ハローワークインターネットサービスにおける求⼈者マイページおよび求職者マイページの利⽤規約」および

「プライバシーポリシー」をお読みください（ハローワークインターネットサービスからご確認いただけます）。
マイページの操作⽅法は、「求⼈者マイページ利⽤者マニュアル」（ハローワークインターネットサービスに掲載）をご覧くだ

さい。ヘルプデスク（電話：０５７０－０７７４５０ ）でも操作⽅法をご案内しております。

応募者の紹介状を確認したり、選考結果を
登録（ハローワークへ連絡）できます。
（求⼈が有効中の場合に利⽤できます。）

求⼈者マイページホーム画⾯（イメージ）

求⼈の変更や募集停⽌
などを申し込めます。

求⼈情報の内容
（詳細）を確認
できます。

求職情報を検索できます。
（求⼈が有効中の場合に
利⽤できます。）

介護福祉士

フルタイム

東京都千代田区

正社員

地方自治体、民間人材ビジネス共に可

事業所名等を含む求人情報を公開
する

有効

求職情報検索応募者管理へ進む

１名

２件 ２名

１件 ４名

１件 １名

株式会社 ハローワークケア

管轄安定所名：○○公共職業安定所

新着メッセージ：２件

求⼈申込み（新規申込みや
過去に申し込んだ求⼈デー
タを活⽤した申込み）がで
きます。転勤なし経験不問 書類選考なし 駅近（徒歩10分以内） マイカー通勤可 ＵＩＪターン歓迎

トライアル雇用併用

ホーム画⾯では、以
下の項⽬などを確認
できます。
・有効中の求⼈
・申込み中の求⼈
・無効になった求⼈

事業所情報を確認・変更
できます。
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「求⼈者マイページ」のご案内

＜サービス内容＞
●求⼈の申込み

※会社のパソコンから求⼈情報を⼊⼒し、求⼈を申し込むことができます（求⼈仮登録）。申込み済みの求⼈データを活⽤して
求⼈を申し込むこともできます。

※申込み内容は、ハローワークで確認後に受理・公開します。
※次の要件に該当する場合は、マイページでの求⼈情報の⼊⼒（仮登録）後、14⽇以内（期限⽇が閉庁⽇の場合は前開庁⽇まで）に
ハローワークにお越しのうえ、本登録の⼿続きを⾏う必要があります。
・マイページを通じて初めて求⼈を申し込む場合（窓⼝でマイページ開設⼿続きを⾏った場合を除く）
・2020年1⽉以降、初めて障害者専⽤求⼈を申し込む場合
・2020年1⽉以降、初めてトライアル雇⽤求⼈を申し込む場合
・2020年1⽉以降、初めて障害者（短時間）トライアル雇⽤求⼈を申し込む場合
・2020年1⽉以降、過去１年間に求⼈を申し込んでいない場合
・派遣・請負求⼈を申し込む場合
・その他、ハローワークが必要と認める場合

●申し込んだ求⼈内容の変更や求⼈の募集停⽌、事業所情報の変更など
※申し込み内容をハローワークで確認します。

●事業所の外観、職場⾵景、取扱商品などの画像情報の登録・公開
※登録できる画像情報は10ファイルまでです（サイズ：１ファイルにつき２MBまで 形式：JPEG、GIF、PNG、BMP）。
※ハローワークで確認後に公開します。

●ハローワークからご紹介した求職者（応募者）の紹介状の確認、選考結果（採⽤・不採⽤）の
登録（ハローワークに連絡）
※応募者本⼈には、選考結果を直接ご連絡いただく必要があります。
※求⼈が無効となった場合 マイページでの紹介状の確認、選考結果の登録（ハローワークへの連絡）は利⽤できなくなりますので、
選考結果は直接ハローワークにご連絡ください。

※求職者のご紹介後、２週間経過した時点で選考結果が登録されていない場合は、「選考結果未⼊⼒通知」メールが届きます（シス
テムによる⾃動送信）ので、選考結果の登録をお願いします 。

●メッセージ機能（ハローワークからご紹介した求職者（応募者）とのやりとり）
※メッセージをやりとりできるのは、相⼿⽅の求職者が「求職者マイページ」を開設している場合に限られます。
※求⼈が有効中の場合に限り、求職者とやりとりできます。

●求職情報検索
※ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専⾨知識、資格や希望条件など求職情報を求⼈者にＰＲ（公開）することを
希望している⽅々の情報（⽒名、連絡先などの個⼈が特定される情報を除く）を検索できます。

※有効中の求⼈がある場合に利⽤できます。
※ハローワークで求職者の希望条件など求⼈との適合性を判断したうえでご紹介します。当該求職者を担当するハローワーク（求職
情報詳細画⾯に表⽰されているお問い合わせ先ハローワーク）にご相談ください。

事業主の⽅へ

＜マイページ開設⼿順＞
・開設を希望する⽅は、ログインアカウントとして使⽤する事業所のメールアドレスをご⽤
意のうえ、窓⼝へお申し出ください。
・窓⼝でメールアドレスを登録後（①）、会社のパソコンから⼿続き（②〜⑥）をお願いします。
（「ハローワークインターネットサービス」で検索、右記バーコード、URL：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html を⼊⼒）

パスワード登録
認証キー⼊⼒

認証キー
受信

（30分有効）

※マイページを開設するには、事業所登録が必要です。（事業所登録済みの場合はあらためての事業所登録は不要ですが、内容の確認や不⾜情報の把握など
させていただく場合があります。）

※上記の⽅法のほか、会社のパソコンからハローワークインターネットサービスにアクセスし、ログインアカウント（メールアドレス、パスワード）を登録
し、事業所情報・求⼈情報を⼊⼒（仮登録）後、ハローワークにお越しのうえ窓⼝で本登録⼿続きを⾏い、マイページを開設する⽅法もあります。

※メールの受信制限をしている場合は、パスワード登録⼿続きを⾏う前に「system@mail.hellowork.mhlw.go.jp」からの受信を許可してください。

マイページ
開設完了

登録したメールアドレスの⼊⼒
利⽤規約などに同意

ハローワークインターネット
サービスにアクセス
「パスワード登録」

窓⼝でメールアドレス
を登録

メールアドレス（控え）：

ハローワークインターネットサービス上に求⼈者専⽤の「求⼈者マイページ」を開設すると、
会社のパソコンから求⼈申込みや内容変更などのサービスをご利⽤いただけます。
（サービス提供開始：2020年１⽉６⽇〜）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

＜求⼈者マイページの利⽤に当たっての留意事項＞
◆求⼈者マイページは、ハローワーク（公共職業安定所）およびハローワークインターネットサービスを利⽤して求職者の
募集・採⽤活動を⾏うことを希望する求⼈者を対象に、ハローワークへの事業所登録・求⼈申し込みの⼿続きなどのサービ
スを提供するものです。
◆求⼈者マイページを開設・利⽤するには、事業所所在地を管轄するハローワークで事業所登録の⼿続きを⾏う必要があり
ます。
◆求⼈者マイページの利⽤を希望する場合は、ログインアカウントとして使⽤する事業所のメールアドレスが必要となりま
す。ログインアカウントとして使⽤するメールアドレスおよびパスワードは、利⽤者の責任において管理し、第三者に開⽰、
貸与および譲渡しないでください。
◆求⼈者マイページを開設するに当たり、利⽤規約およびプライバシーポリシーの内容に承諾・同意いただく必要がありま
す。
◆有効中の求⼈がない場合は、求⼈者マイページの⼀部の機能（応募者管理（応募者情報の確認、選考結果の登録）、求職
情報検索、メッセージ送信など）が利⽤できません。
◆求⼈者マイページは、利⽤規約に定める⽬的の範囲内で利⽤するものとし、ハローワークにおける職業紹介業務の運営を
著しく妨げる⾏為を⾏った場合、マイページを「利⽤不可」とする場合があります。
◆ハローワークでは、通常、求職者の⽅をご紹介する際に、求⼈者に電話連絡を⾏っていますが、平⽇夜間・⼟曜⽇や連絡
がつかない場合などに、求⼈者にご連絡する前に、マイページ宛に、求職者をご紹介した旨が表⽰・メッセージ送信される
ことがあります。
◆ハローワークからご紹介した求職者の選考結果について、未登録の件数が⼀定数を超える場合（紹介⽇から３週間を経過
した時点で１事業所あたりの未登録件数が50件超）、求⼈者マイページの⼀部の機能（求⼈申込み・変更・募集停⽌、事業
所情報の変更、求職情報検索、メッセージ送信など）の利⽤が⾃動的に制限されます。制限を解除するには、管轄ハロー
ワークに連絡し、解除の⼿続きを⾏う必要があります。
◆事業所の移転などに伴い管轄ハローワークが変わる場合などは、求⼈者マイページ上に保有している情報は引き継がれま
せん。
◆求⼈者マイページの利⽤を停⽌したい場合は、求⼈者マイページから退会⼿続きを⾏ってください。退会⼿続き完了後31
⽇経過後に、求⼈者マイページ（登録情報を含む）が完全に消去されます。退会⼿続きを⾏わない場合でも、求⼈無効⽇か
ら５年以内に求⼈の申込みがない場合は、求⼈者マイページ（登録情報を含む）は⾃動的に消去されます。（ただし、メッ
セージは送受信後１年経過すると⾃動消去されます。）
詳細は、「ハローワークインターネットサービスにおける求⼈者マイページおよび求職者マイページの利⽤規約」および

「プライバシーポリシー」をお読みください（ハローワークインターネットサービスからご確認いただけます）。
マイページの操作⽅法は、「求⼈者マイページ利⽤者マニュアル」（ハローワークインターネットサービスに掲載）をご覧くだ

さい。ヘルプデスク（電話：０５７０－０７７４５０ ）でも操作⽅法をご案内しております。

応募者の紹介状を確認したり、選考結果を
登録（ハローワークへ連絡）できます。
（求⼈が有効中の場合に利⽤できます。）

求⼈者マイページホーム画⾯（イメージ）

求⼈の変更や募集停⽌
などを申し込めます。

求⼈情報の内容
（詳細）を確認
できます。

求職情報を検索できます。
（求⼈が有効中の場合に
利⽤できます。）

介護福祉士

フルタイム

東京都千代田区

正社員

地方自治体、民間人材ビジネス共に可

事業所名等を含む求人情報を公開
する

有効

求職情報検索応募者管理へ進む

１名

２件 ２名

１件 ４名

１件 １名

株式会社 ハローワークケア

管轄安定所名：○○公共職業安定所

新着メッセージ：２件

求⼈申込み（新規申込みや
過去に申し込んだ求⼈デー
タを活⽤した申込み）がで
きます。転勤なし経験不問 書類選考なし 駅近（徒歩10分以内） マイカー通勤可 ＵＩＪターン歓迎

トライアル雇用併用

ホーム画⾯では、以
下の項⽬などを確認
できます。
・有効中の求⼈
・申込み中の求⼈
・無効になった求⼈

事業所情報を確認・変更
できます。
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固定残業代制を採⽤する場合は、募集要項や求⼈票などに、
次の①〜③の内容すべてを明⽰してください。

近年、募集要項や求⼈票の「固定残業代」を含めた賃⾦表⽰をめぐるトラブル
が⾒受けられます。若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表
⽰が重要であり、「若者雇⽤促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」につい
て適切な表⽰をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求⼈・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の

明⽰をしっかり⾏っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求⼈を受け
付ける際は明⽰が適切になされるように働きかけをお願いいたします。

若者の募集・求⼈の申込みをお考えの事業主の皆さまへ
職業紹介事業者の皆さまへ

固定残業代 を賃⾦に含める場合は、
適切な表⽰をお願いします。

① 固定残業代を除いた基本給の額
② 固定残業代に関する労働時間数と⾦額等の計算⽅法
③ 固定残業時間を超える時間外労働、

休⽇労働および深夜労働に対して割増賃⾦を追加で⽀払う旨

第⼆の⼀（⼀）ハ（ハ）
賃⾦に関しては、賃⾦形態（⽉給、⽇給、時給等の区分）、基本給、定額的に⽀払われる⼿当、通勤⼿当、昇給に

関する事項等について明⽰すること。また、⼀定時間分の時間外労働、休⽇労働及び深夜労働に対する割増賃⾦を定
額で⽀払うこととする労働契約を締結する仕組みを採⽤する場合は、名称のいかんにかかわらず、⼀定時間分の時間
外労働、休⽇労働及び深夜労働に対して定額で⽀払われる割増賃⾦（以下この（ハ）において｢固定残業代｣とい
う。）に係る計算⽅法（固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（以下この（ハ）において「固定残業時
間」という。）及び⾦額を明らかにするものに限る。）、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える
時間外労働、休⽇労働及び深夜労働分についての割増賃⾦を追加で⽀払うこと等を明⽰すること。

※

※「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、⼀定時間分の時間外労働、休⽇労働および深夜労働に
対して定額で⽀払われる割増賃⾦のことです。

⻘少年の雇⽤機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地⽅公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針（抜粋）

※「□□」には、固定残業代に該当する⼿当の名称を記載します。
※「□□⼿当」に固定残業代以外の⼿当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※ 深夜労働や休⽇労働について固定残業代制を採⽤する場合も、同様の記載が必要です。

▶ 時間外労働について固定残業代制を採⽤している場合の記載例
① 基本給（××円）（②の⼿当を除く額）
② □□⼿当（時間外労働の有無にかかわらず､○時間分の時間外⼿当として△△円を⽀給）
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃⾦は追加で⽀給

【注意点】

【参考】
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